
1/6 

令和５年第７回東海市教育委員会定例会議事録 

 

１ 開催日時        令和５年７月２７日（木） 

              開会 午後１時３０分 

              閉会 午後２時３分 

 

２ 開催場所        ６０３会議室 

 

３ 出席者 

教 育 長                    加 藤 千 博 

委  員          木 村 敏 幸 

委  員          久 野 友 士 

委  員          石 川 真理子 

委  員          村 上 直 人 

委  員          堀ノ口 香 織 

 

４ 欠席委員          なし 

 

５ 委員以外の出席者        なし 

 

６ 説明のため出席した者 

教育部長            小 島 久 和 

教育委員会次長兼スポーツ課長  鈴 木 俊 毅 

芸術劇場館長兼芸術総監督    安 江 正 也 

学校教育課長          桜 井 正 志 

学校教育課統括主幹       加 古 尚 毅 

学校教育課主任指導主事     明 壁 啓 純 

学校教育課指導主事       大 石 慎 也 

学校教育課指導主事        橋 民 子 

教員研修センター指導主事    和 田 英 也 

給食センター所長        牧 野 達 弘 

社会教育課長          永 井 伸 明 

社会教育課統括主幹       正 城 彰 一 

中央図書館長          内 山 香 織 

芸術劇場管理課長        中 島 達 也 

文化芸術課長          阿 部 吉 晋 

 

７ 会議書記 

学校教育課統括主任       岩 間 貴 司 

学校教育課主任         岡 田 直 美 

 

８ 議事日程            別紙日程のとおり 

 

９ 傍聴人             なし 
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10 協議概要 

 

教育長（加藤 千博） 

ただいまから、令和５年第７回東海市教育委員会定例会を開会いたします。 

本日の議事日程については、あらかじめ配付いたしました日程表のとおり進め

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

これより会議に入ります。 

──────────────────────── 

教育長（加藤 千博） 

日程第１、「前回議事録の承認」を議題といたします。お諮りいたします。本

案については、承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

教育長（加藤 千博） 

御異議なしと認めます。よって、「前回議事録の承認」については、承認され

ました。 

──────────────────────── 

教育長（加藤 千博） 

日程第２、「報告」を議題といたします。 

 

教育長（加藤 千博） 

報告のある委員はいらっしゃいますか。 

 

教育長（加藤 千博） 

ないようですから、これをもって「報告」を終わります。 

──────────────────────── 

教育長（加藤 千博） 

次の日程に入る前に、採決いたします。 

日程第３、議案第２３号、「令和６年度使用小学校教科用図書の採択について」

及び日程第４、議案第２４号「令和６年度使用中学校教科用図書の採択について」

は、知多教科用図書採択地区協議会規約第７条第４項に「地区協議会は非公開とす

る」と定められており、また、同規約第１２条で「地区協議会の議事録等の開示は

９月１日以降とする」となっておりますので、教科書の採択に関する議案の審議に

つきましては、それに準じて公開しないことに決することについて、御異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

教育長（加藤 千博） 
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御異議なしと認めます。よって、日程第３、議案第２３号と日程第４、議案第２

４号は、非公開といたしますので、関係者以外の職員は退室していただきます。２

件の審議が終わりましたら、入室の案内をします。 

──────────────────────── 

教育長（加藤 千博） 

それでは、議事に入らせていただきます。 

はじめに、日程第３、議案第２３号「令和６年度使用小学校教科用図書の採択に

ついて」を議題とします。主任指導主事から説明をお願いします。 

 

主任指導主事 

（資料に基づき説明した） 

    

教育長（加藤 千博） 

これより質疑に入ります。質疑、意見の発言を許します。 

 

委員 

 選定された教科用図書は、どの教科のものも児童が見通しをもって学習できるよ

うな工夫がされていると感じました。その中でも、国語の光村図書のものは、見通

しをもつところから「問い」を意識させ、目標や振り返りなど単元での学び方自体

も学べる構成になっていてよいと思いました。 

 

委員 

選定されたものは、写真や絵のバランスよく配置されていると感じました。特

に、書写の教育出版のものは、毛筆の学習で、筆づかいがわかりやすく、リアル

に表現されていると思いました。また、学習のポイントがわかりやすくなるよう

に配色などが工夫されていると思いました。 

 

委員 

選定されたどの教科も普段の生活の中で実経験や出来事を題材にしているので

考えやすいと思いました。また、算数では、どの発行社もキャラクターを設定し

ていて１年間通して一緒に勉強している感じがしていいと思いました。 

選定された啓林館はキャラクターの中に、外国にルーツがあると思われる子や

車いすに乗っていて障害があると思われる子が設定されており、多様性を認める

紙面になるよう配慮されているのがよいと思いました。 

 

委員 

理科・生活と英語を中心に見ましが、どの発行社も二次元コードから見られる

デジタルコンテンツが充実していると思いました。理科や生活での動画では、図

だけでは得られないものがあり、理解が深まると思いました。英語では、ネイテ

ィブの発音が聞けるのは、語学学習において効果が大きいと感じしました。 

選定された理科の教育出版、生活の学校図書、英語の東京書籍は、特に自主

的・主体的に学習ができるような工夫や配慮があり、よいと思いました。 
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委員 

二次元コードから見られるデジタルコンテンツの充実を感じました。 

図画工作で選定された日本文教出版は、全国の児童作品が１，３００以上あり、

児童一人一人の価値観をもって見ることができたり、刺激を受けて作品をつくる

ことができたりすると思いました。また、道徳で選定された教育出版は、「かん

がえよう」「ふかめよう」「やってみよう」が設定されていて、まず自分自身が

考え、そのあとにみんなで考えたり、考えたことの違いを見つけたりすることで、

気持ちや心、感情面が豊かに育っていくことができると感じました。 

他の教科についても、選定されたものがよいと感じました。 

 

教育長（加藤 千博） 

ほかにないようですから、これをもって質疑を終わり、採決いたします。お諮り

いたします。本案は、原案のとおり採択することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり採択することにいたします。 

──────────────────────── 

教育長（加藤 千博） 

続きまして、日程第４、議案第２４号「令和６年度使用中学校教科用図書の採

択について」を議題とします。主任指導主事から説明をお願いします。 

 

主任指導主事 

（資料に基づき説明した） 

 

教育長（加藤 千博） 

これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 

 

委員 

市内中学校の教員から、現在の教科書を使って授業をしている中で、何か意見な

どは届いているか。また、東海市は教員研修センターにおいて教科書展示会を行っ

ていたが、令和６年度の教科書についてどのような意見があったか。 

 

主任指導主事（明壁 啓純） 

市内中学校の教員からは、現在の教科書を用いて授業を行っていて特に不都合

を感じるなどの意見は届いておりません。 

教科書展示会での意見につきましては、一般の方と思われるものが多く寄せら

れており、内容については、様々な教科でＳＤＧｓについて触れられているなど、

今日的な内容になっていて良いというご意見をいただきました。 

ほとんどの教科書に載せられている二次元コードにつきましては、多くの資料

を見ることができるのはよいが、資料を見るだけで時間が過ぎてしまい、考える

ことができるのか心配だという意見もありました。 
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教育長（加藤 千博） 

ほかにないようですから、これをもって質疑を終わり、採決いたします。お諮り

いたします。本案は、原案のとおり採択することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり採択することにいたします。 

これをもちまして、知多教科用図書採択地区協議会の答申を承認し、教科用図書

を採択したことを、報告させていただきます。 

──────────────────────── 

教育長（加藤 千博） 

２件の審議が終わりましたので、入室していただきます。 

──────────────────────── 

教育長（加藤 千博） 

日程第５、「その他の報告事項」を議題とします。 

担当課長等から順に報告を求めます。 

 

教員研修センター指導主事、社会教育課長、学校教育課指導主事、教育委員会次長兼

スポーツ課長 

（資料に基づき説明した） 

 

教育長（加藤 千博） 

これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 

 

５番委員（堀ノ口 香織） 

  不登校対策協議会について、養護教諭、心の相談員、スクールカウンセラーそれ

ぞれの子どもへの関わり方、指導方法の違いはどのようか。 

 

学校教育課指導主事（ 橋 民子） 

養護教諭につきましては、養護教諭の職務の特質や保健室の機能を生かし、保

健室に来室した子ども達の悩みを聞いたり、助言したりするなどの対応を行って

います。 

心の相談員につきましては、養護教諭免許や教員経験が豊富な方を全中学校及

び児童数が４４０人以上かつ養護教諭が１人の学校に配置しており、養護教諭と

ともに、子ども達の悩みを解消するための様々な相談を保健室で受けています。 

スクールカウンセラーにつきましては、臨床心理や社会福祉等に関する専門的

な知識を有する方が、児童生徒や保護者から希望を受け、児童生徒本人へのカウ

ンセリングや保護者への専門的な助言や援助を行っています。 

 

２番委員（久野 友士） 

  子どものいじめ防止等対策委員会について、解消率が８９．１％となっているが、

関係性がうまく戻らない場合については、引き続き対応をお願いしたい。 
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残りの１０.９％については、何か対応を考えているのか。 

 

学校教育課指導主事（ 橋 民子） 

解消に向けて引き続き対応をしていきます。また、解消されていなかった１０．

９％については９月にその後の調査をする予定です。 

 

教育長（加藤 千博） 

ほかにないようですから、これをもって質疑を終わります。 

──────────────────────── 

教育長（加藤 千博） 

その他について、何かありますか。 

 

教育長（加藤 千博） 

ないようですから、これをもって終わります。 

以上で「報告事項」を終わります。 

──────────────────────── 

教育長（加藤 千博） 

以上をもって、今回定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。 

これをもって、令和５年第７回東海市教育委員会定例会を閉会いたします。 

  

 


